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労務

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
導

入
に
あ
た
り
、
労
務
管

理
上
の
留
意
点
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
導
入
に
向
け
て
の

留
意
点

飯
田
橋
労
務
管
理
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

特
定
社
会
保
険
労
務
士

鈴
木
義
一

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
と

は
、「
従
業
員
が
情
報

通
信
技
術
を
活
用
し

た
、
場
所
や
時
間
に
と
ら
わ
れ
な

い
柔
軟
な
働
き
方
」
で
す
。
パ
ソ

コ
ン
や
ス
マ
ホ
な
ど
の
情
報
通
信

機
器
を
活
用
し
在
宅
等
で
働
く
こ

と
で
、
仕
事
と
生
活
（
家
事
や
育

児
負
担
）
を
調
和
さ
せ
る
働
き
方

と
し
て
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す（
表
❶
）。

１
．
就
業
規
則
の
検
証
お
よ
び
整
備

　

始
業
・
終
業
時
刻
の
変
更
を
行

う
な
ど
、
通
常
勤
務
と
は
異
な
る

取
り
扱
い
を
す
る
場
合
に
は
、
就

業
規
則
を
改
定
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
労
働
日
や
勤
務
時
間
等
は

社
内
勤
務
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
テ

レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
ル
ー
ル
を
盛
り

込
ん
だ
委
任
規
程
を
作
成
す
る
の

が
よ
い
で
し
ょ
う
（
表
❷
❸
）。

２
．
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
メ
リ
ッ
ト

と
課
題

　

メ
リ
ッ
ト
（
表
❹
）
と
同
時
に
、

在
宅
勤
務
で
は
、
と
り
わ
け
左
記
の

課
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
仕
事
と
仕
事
以
外
の
時
間
の
切
り

分
け
が
難
し
い

②
つ
い
つ
い
長
時
間
労
働
と
な
っ
て

し
ま
う

③
仕
事
の
成
果
を
評
価
さ
れ
て
い
る

か
不
安
で
あ
る

④
上
司
や
同
僚
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
不
足
に
陥
り
や
す
い

⑤
孤
独
感
や
疎
外
感
に
襲
わ
れ
る
こ

と
が
あ
る

　

直
接
会
わ
ず
に
や
り
と
り
す
る
ウ

ェ
ブ
会
議
や
メ
ー
ル
で
は
、
対
面
の

よ
う
に
は
お
互
い
の
思
い
が
通
じ
ず
、

感
情
の
行
き
違
い
に
よ
り
ト
ラ
ブ
ル

が
起
き
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
ま
す
。

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
を
訴
え
る
な
ど
、

メ
ン
タ
ル
面
へ
の
影
響
も
懸
念
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
を
管
理

す
る
立
場
に
あ
る
上
司
か
ら
も
、
以

下
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑥
労
働
時
間
の
管
理
が
難
し
い

⑦
緊
急
時
な
ど
の
対
応
に
不
安
が
あ
る

⑧
部
下
の
仕
事
ぶ
り
が
直
接
み
え
ず

評
価
し
づ
ら
い

　

勤
怠
管
理
、
健
康
管
理
や
作
業
の

進
捗
管
理
な
ど
が
曖あ

い

昧ま
い

に
な
る
と
い

う
指
摘
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
課

題
に
対
し
て
、
労
働
時
間
の
管
理
、

業
務
評
価
の
あ
り
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
機
会
創
出
の
工
夫
、
情
報

の
共
有
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
等

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

３
．
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
の
労
働
時
間

管
理

　

厚
生
労
働
省
の
「
情
報
通
信
技
術

を
利
用
し
た
事
業
場
外
勤
務
の
適
切

な
導
入
及
び
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
以
下
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
）
で
は
、
労
働
時
間
の
状
況
の
適

切
な
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必

要
に
応
じ
て
労
働
時
間
や
業
務
内
容

を
見
直
す
よ
う
示
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
労
働
時
間
の
管
理
で
は
、
始

業
・
終
業
の
確
認
と
し
て
、
上
司
に

「
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
を
始
め
る
」
と

い
う
内
容
の
メ
ー
ル
を
送
信
す
る
方

法
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
終
業
時
も
同

様
に
「
仕
事
を
終
え
た
」
と
い
う
メ

ー
ル
を
送
信
す
る
こ
と
で
管
理
し
ま

す
。
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
へ
の
ロ
グ
イ

ン
・
ロ
グ
ア
ウ
ト
を
自
動
的
に
記
録

し
、
労
働
時
間
の
管
理
に
活
用
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
業
務
時
間
中
の
在
席
確
認

で
は
、
労
働
時
間
（
在
席
）
中
は
常

に
電
話
連
絡
が
で
き
る
状
態
と
す
る

こ
と
、
パ
ソ
コ
ン
の
作
業
中
画
面
を

閲
覧
で
き
る
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま

す
。
ど
の
よ
う
な
方
法
に
す
る
か
は
、

労
使
で
話
し
合
い
で
決
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

休
憩
時
間
は
、
原
則
一
斉
に
付
与

し
ま
す
が
、
労
使
協
定
に
よ
り
任
意

に
設
定
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
で
生
じ
や
す
い
、

い
わ
ゆ
る
「
中
抜
け
時
間
」
へ
の
対

応
は
、
業
務
指
示
が
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
労
働
か
ら
離
れ
自
由
に
利
用
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で
き
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
開
始
と
終
了
の
時
刻
を
報

告
さ
せ
る
等
に
よ
り
、
休
憩
時
間
と

し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

時
間
外
・
深
夜
・
休
日
労
働
を
原

則
と
し
て
禁
止
と
規
定
し
て
お
く
こ

と
は
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。
長
時

間
労
働
を
防
ぐ
に
は
、
メ
ー
ル
送
信

の
抑
制
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
ア
ク
セ
ス

制
限
、
長
時
間
労
働
を
行
う
者
へ
の

注
意
喚
起
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
「
従
業
員
は
仕
事
を
し
て
い
る
」

と
い
う
性
善
説
も
重
要
で
す
が
、
メ

ー
ル
な
ど
で
呼
び
か
け
て
も
反
応
が

全
く
な
か
っ
た
り
、
始
業
・
終
業
時

刻
の
報
告
が
な
い
従
業
員
に
は
、
厳

し
く
評
価
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

４
．
テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
中
の
労
働
災
害

　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、「
テ
レ
ワ

ー
ク
を
行
う
労
働
者
に
つ
い
て
は
、

事
業
場
に
お
け
る
勤
務
と
同
様
、
労

働
契
約
に
基
づ
い
て
事
業
主
の
支
配

下
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
テ

レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
災
害
は
、
業
務

上
の
災
害
と
し
て
労
災
保
険
給
付
の

対
象
と
な
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
サ
テ
ラ
イ
ト
勤
務
や
モ
バ

イ
ル
勤
務
で
は
、
通
勤
災
害
が
認
め

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、

私
的
行
為
等
業
務
以
外
が
原
因
で
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
業
務
上
の
災

害
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

管
理
が
及
び
に
く
い
働
き
方
で
あ

る
た
め
、
業
務
時
間
と
私
的
行
為
の

時
間
と
を
明
確
に
区
別
す
る
対
応
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

５
．
そ
の
他
の
留
意
点

　

在
宅
勤
務
で
生
じ
る
コ
ス
ト
と
し

て
、
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
等
に
接
続
す

在宅勤務 会社とはパソコン､ インターネ
ット､ 電話､ ファクス等で連絡
をとり自宅で業務を行う

サテライト
勤務

メインのオフィス以外に自宅近
くや通勤途中の場所等設けられ
たオフィススペースでパソコン
等を利用して業務を行う

モバイル
勤務

ノートパソコンやスマホ､ 携帯
電話等を活用して臨機応変に選
択した場所で業務を行う

表❶　テレワーク勤務の形態 表❷　就業規則への規定例

第○条　テレワーク勤務
　従業員に対し、テレワー
ク勤務をさせることがあ
る。

　テレワーク勤務に関する
事項については、別に定
めるテレワーク勤務規程
によるものとする。

表❸　テレワーク勤務規程の骨子

⑴ テレワークの勤務形態（在宅勤務、サテライ
ト勤務、モバイル勤務等）

⑵ テレワーク勤務の対象者
⑶ 労働時間の管理体制（前述の「3. テレワーク
勤務の労働時間管理」にかかわる事項等）

⑷ 業務報告の方法、内容
⑸ 情報通信機器等の管理方法（貸与の有無等）
⑹ 情報の取り扱い
⑺ 通信料、その他の費用負担
⑻ その他必要な事項（災害補償、安全衛生等）

表❹　テレワーク勤務のメリット
対企業 • 集中時間が増加することにより、業務効率化による生産

性の向上が期待できる
• 育児・介護等による従業員の離職の防止
• 遠隔地の優秀な人材の確保
• オフィスコストの削減

対従業員 • 個人生活を豊かなものにすべきワークライフバランスの
向上をもたらす・個人生活が充実する
• 通勤時間の短縮
• 業務の効率化・時間外労働の削減
• 育児や介護と仕事の両立の一助となる

対家族 • 家族と過ごす時間が増加し、家族生活の充実感が高まる
その他 • 企業イメージの向上につながる

• 災害時等のリスク対応力が強まる

る
た
め
の
回
線
費
用
な
ど
の
通
信
費

や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
用
し
て
外

部
か
ら
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
等
に
接
続

す
る
た
め
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
費

用
な
ど
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

在
宅
勤
務
に
あ
っ
て
は
光
熱
費
な
ど

の
負
担
も
生
じ
ま
す
。
反
面
、
交
通

費
や
衣
料
費
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
代
な

ど
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

テ
レ
ワ
ー
ク
勤
務
に
要
す
る
費
用

負
担
に
対
し
、
会
社
が
補ほ

填て
ん

す
る
範

囲
、
手
当
支
給
等
に
つ
い
て
、
あ
ら

か
じ
め
規
程
で
定
め
て
お
く
こ
と
が

望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　

業
績
評
価
等
の
取
り
扱
い
は
、
日

常
の
職
務
行
為
の
観
察
は
で
き
な
い

た
め
、
業
務
目
標
を
上
司
と
部
下
で

話
し
合
い
、
達
成
状
況
に
応
じ
た
評

価
と
す
る
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

目
標
に
対
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
次

の
ス
テ
ッ
プ
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

①
日
々
の
業
務
遂
行
状
況
を
自
己
申

告
さ
せ
る

②
報
告
と
評
価
の
頻
度
を
増
や
す

　

毎
日
行
う
こ
と
が
理
想
的
で
す
。

報
告
に
対
し
、
上
司
が
コ
メ
ン
ト
を

加
え
て
評
価
す
る
な
ど
の
対
応
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。


